
4．PAZ内の施設敷地緊急事態
における対応

（案）

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞
1. PAZ内小・中学校の児童等について、警戒事態で保護者への引渡しを実施するが、保護者への引

渡しができなかった児童等について移動手段を確保し、避難を開始すること。
2. 在宅の避難行動要支援者を、あらかじめ定められた避難先又は近傍の放射線防護対策施設へ移

送すること。
3. 全面緊急事態に備えて、PAZ内の住民に避難準備を呼びかけるとともに、一時集合場所、避難所

受付ステーション、避難所の開設、移動手段の確保等の準備を開始すること。
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資料２

宮城県、女川町及び石巻市における初動対応
おながわちょう いしのまきし

おな がわ ちょう いしのまきし

おな がわちょう いしのまきし

宮城県庁

警戒本部

宮城県大崎合同庁舎

石巻市避難所受付ステーション
いしのまきし

栗原市若柳総合体育館

女川町避難所受付ステーション
おな がわ ちょう

石巻市役所

警戒本部

いしのまきし

くりはらし

おおさき

わかやなぎ

女川町役場

警戒本部

：一時集合場所 19箇所

おながわちょう

PAZ

各一時集合場所において、消防団等によ
る地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった避難誘導体
制を構築

一時集合場所、小・中学校に
避難用車両等の手配を開始

 宮城県は、警戒事態で、宮城県庁に警戒本部を設置し、要員約40名が参集。

 女川町及び石巻市は、警戒事態で、各役場、役所に警戒本部を設置し、女川町約50名、石巻市約470名が参集。事態の進

展に応じ、応急対応に必要な人数を増員し、施設敷地緊急事態で、災害対策本部及び地方本部・支部（現地災害対策本部）

を設置。

 警戒事態で、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備のため、宮城県、女川町及び石巻市は、一時集合場所、小・中学校に

避難用車両等の手配を開始するとともに、避難誘導責任者を一時集合場所に速やかに配置し、一時集合場所の開設準備を

開始。

 女川町及び石巻市は、各集落の消防団と情報共有を図り、各集落の地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった避難誘導体制を構築。

⾃主防・消防団等（組織数）

⼥川町 3

⽯巻市 10

おながわちょう いしのまきし おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう

いしのまきし
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住民への情報伝達

 女川町は、防災行政無線、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、広報車等を活用し、住民へ情報を伝達。石巻市は、防災
行政無線、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、電子ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ、広報車等を活用し、住民へ情報を伝達。

 一時集合場所に派遣された女川町及び石巻市の職員は、衛星携帯電話や移動系防災行政無線等により、
女川町及び石巻市と情報を共有。

 消防団や住民自治組織（地域会・町内会）は、住民の避難等の状況を確認し、一時集合場所に派遣された
女川町及び石巻市の職員と避難者の状況や避難誘導体制等の情報を共有。

 小・中学校への情報伝達は、石巻市から実施。

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう

おながわちょう いしのまきし

いしのまきし

いしのまきし

PAZ

女川町役場

警戒本部
おながわちょう

石巻市役所

警戒本部
いしのまきし

戸別受信機
による情報伝達

いしのまきし

広報車による
広報活動

屋外放送設備
による情報伝達

●女川町及び石巻市は、有線
放送（緊急告知放送）、防災
行政無線、緊急速報ﾒｰﾙｻｰ
ﾋﾞｽ、広報車等を活用し、住
民へ情報を伝達。

●一時集合場所に派遣された
職員は、衛星携帯電話や移
動系防災行政無線等により
女川町及び石巻市と情報を
共有。

おながわちょう

おながわちょう いしのまきし

いしのまきし
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 避難先に移動するため
の受付等を実施

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ

女川町：栗原市若柳
総合体育館

石巻市：宮城県大崎
合同庁舎

PAZ内における避難体制

 警戒事態で、女川町及び石巻市は住民広報、一時集合場所の開設を行い、宮城県は住民避難用ﾊﾞｽ等を手配する

ため、宮城県ﾊﾞｽ協会等に準備要請を行う。また、宮城県、女川町及び石巻市は避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝの開設準備要

請を行うとともに、女川町及び石巻市は職員を避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝに派遣する。一方、施設敷地緊急事態要避難者

は、避難準備等を行う。

 施設敷地緊急事態で、女川町及び石巻市は、住民へ避難準備の周知を行う。一方、施設敷地緊急事態要避難者は、

支援者が同行することで避難可能な者等はあらかじめ定められた避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝを経由して避難先へ避難を

開始する。なお、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は屋内退避を実施する。

 全面緊急事態で、女川町及び石巻市は住民に避難を指示。自家用車等で避難する住民は避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝを経

由して避難先へ移動する。ﾊﾞｽ等により避難する住民は、一時集合場所に集合し、その後、避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝを経

由して避難先へ移動する。

宮城県が手配した車両（ﾊﾞｽ）等で避難所受付
ｽﾃｰｼｮﾝ又は避難先まで移動するために、一
時的な集合場所として活用

＜利用対象者＞
 ﾊﾞｽ等により避難する住民
 避難可能な在宅の避難行動要支援者のう

ちﾊﾞｽ等で避難する者
 小学校・中学校の児童等（一時集合場所で

ある学校から避難する場合）

一時集合場所

（女川町10箇所、石巻市9箇所）

 自家用車等で避難する住民

栗原市

高清水小学校、旧高清水

中学校、畑岡公民館

女川町避難先

大崎市

60施設の中から状況に応
じて割り当て

 児童等の保護者への引き
渡しを実施

石巻市避難先

避難元

（女川町）

PAZ内人口
547人
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 自家用車で避難する住民

避難元

（石巻市）

PAZ内人口
566人

おながわちょう

おながわちょう

いしのまきし

いしのまきし おながわちょう

おながわちょう

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おながわちょう

いしのまきし

いしのまきし

いしのまきし

くりはらし

おおさき

くりはらし

おおさきし

たかしみず たかしみず

はたおか

わかやなぎ



(1) 避難準備
(2) 児童等の保護者への引渡し

警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ（宮城県大崎合同庁舎）

PAZ内の学校の児童等の避難

 PAZ内の小中学校の児童等（2施設、12人）は、警戒事態で、授業を中止し、保護者へ引き渡す。

 保護者への引き渡しができなかった児童等は、施設敷地緊急事態で、教職員等とともに宮城県又は石巻市が手配

するﾊﾞｽで避難し、避難所で保護者に引き渡す。

 全ての小中学校において個別避難計画を策定済。

学校名
人数

児童等 職員 合計

寄磯小学校 8人 8人 16人

荻浜中学校 4人 11人 15人

合 計（2施設） 12人 19人 31人

保護者が児童等を引き取り児童等の
引き渡し

避難の準備

※児童等の人数については、
令和元年５月１日現在。

 引き渡しができなかった児童等は、教職員等とともに、
バスで避難開始

避難の開始

避難所（児童等が居住している地区の避難先）
保護者への引き渡しができなかった児童等は、避難所で保護者に引き渡し

おおさき

よりいそ

おぎのはま

いしのまきし

 在宅の避難行動要支援者66人のうち、47人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者に
ついては、女川町、自主防災組織、民生委員、消防団等を通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ又は福祉車両で避難先へ移動。
 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で、近傍の放射線防護対策

施設へ移動。輸送等の避難準備完了後、避難を実施。

女川町（出島を除く）におけるPAZ内の在宅の避難行動要支援者の避難

避
難
所
ま
た
は
福
祉
避
難
所
：
栗
原
市
内

支援者と共に
徒歩等で移動

支援者の車両又は福祉車両で移動

6

支援者
（47人）

在宅避難行動
要支援者
（66人）

女川町地域福祉センター（整備中）

放射線防護対策施設

避
難
所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
：
栗
原
市
若
柳
総
合
体
育
館

ﾊﾞｽ、
福祉車両
等で移動

33人（支援者14人）

輸送等の避難準備完了後、
避難を実施

避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者

おながわちょう

5人（支援者5人）

支援者が同行することで避難可能な者

28人（支援者28人）

支援者の車両等で移動

いずしま

く
り
は
ら
し

わ
か
や
な
ぎ

く
り
は
ら
し

おながわちょう

避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実施

ﾊﾞｽ、福祉車両で移動

女川町9箇所

※P34参照

一時集合場所

おながわちょう

おながわちょう

５



船舶
で移
動

ﾊﾞｽ、

福祉
車両
等で
移動

 在宅の避難行動要支援者43人のうち、31人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者に

ついては、女川町、自主防災組織、民生委員、消防団等を通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、寺間港または出島港から船舶で女川港まで移動し、その後、

ﾊﾞｽ又は福祉車両等で避難先へ移動。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で、近傍の放射線防護対策

施設へ移動。輸送等の避難準備完了後、避難を実施。

女川町（出島）におけるPAZ内の在宅の避難行動要支援者の避難

避
難
所
ま
た
は
福
祉
避
難
所
：
栗
原
市
内

支援者と共に徒歩
又は車両で移動

福祉車両等
で移動

7

支援者
（31人）

在宅避難行動
要支援者
（43人）

旧女川第4小学校・

女川第2中学校

避
難
所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
：
栗
原
市
若
柳
総
合
体
育
館

43人（支援者31人）

おながわちょう

一時集合場所

ﾊﾞｽ、

福祉
車両
等で
移動

女
川
港

寺
間
港
ま
た
は
出
島
港

いずしま

てらまこう いずしまこう おながわこう

おながわ

おながわ

く
り
は
ら
し

く
り
は
ら
し

わ
か
や
な
ぎ

お
な
が
わ
こ
う

て
ら
ま
こ
う

い
ず
し
ま
こ
う

支援者が同行することで
避難可能な者

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

放射線防護
対策施設

支援者の車両又は
福祉車両で移動

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

0人

避難に必要な準備が整うまで
屋内退避を実施

おながわちょう

 在宅の避難行動要支援者23人のうち、13人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者に
ついては、石巻市、自主防災組織、民生委員、消防団等を通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ又は福祉車両で避難先へ移動。
 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で、近傍の放射線防護対策

施設へ移動。輸送等の避難準備完了後、避難を実施。

石巻市におけるPAZ内の在宅の避難行動要支援者の避難

避
難
所
ま
た
は
福
祉
避
難
所
：
大
崎
市
内

支援者と共に
徒歩等で移動

支援者の車両又は福祉車両で移動

8

支援者
（13人）

在宅避難行動
要支援者
（23人）

石巻市2箇所
寄磯小学校，泊地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

放射線防護対策施設

避
難
所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
：
宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

ﾊﾞｽ、

福祉車両
等で移動

19人（支援者9人）

輸送等の避難準備完了後、
避難を実施

避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者

いしのまきし

支援者が同行することで避難可能な者

4人（支援者4人）

支援者の車両等で移動

いしのまきし

よりいそ とまり

お
お
さ
き
し

お
お
さ
き

0人

避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実施

ﾊﾞｽ、
福祉車両で移動

石巻市9箇所

※P38参照
（荻浜中学校は、在宅の避難行動要支援者
の一時集合場所として使用しない）

いしのまきし

一時集合場所

いしのまきし



PAZ内の観光客等一時滞在者の避難等

ﾊﾞｽ

帰宅等
の呼び
かけ

施
設
敷
地
緊
急
事
態
発
生

避難要請

一
時
集
合
場
所
に
集
合

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可

能
な
一
時
滞
在
者

自家用車、観光ﾊﾞｽのほ
か、路線ﾊﾞｽ等公共交通
機関で速やかに帰宅等
が可能な一時滞在者

路線ﾊﾞｽ等公共交通機
関が利用できず、帰宅
等に時間を要する一時
滞在者

移
動
手
段
が
確
保
で
き

ず
帰
宅
等
に
時
間
を

要
す
る
一
時
滞
在
者

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
帰
宅
等
を
実
施

警
戒
事
態
発
生

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

宿
泊
施
設
等
に
移
動

 宮城県、女川町及び石巻市は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態で、帰宅等を呼びかける。

 自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態で、自家用車等にて帰宅等を開

始。

 路線ﾊﾞｽ等公共交通機関も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、

宿泊施設等に移動し、施設敷地緊急事態で避難を実施。避難の際には、徒歩等により一時集合場

所に集まり、宮城県、女川町及び石巻市が確保した車両により避難を実施。

いしのまきしおながわちょう

おながわちょう いしのまきし

PAZ内の観光客及び民間企業の従業員の数

PAZ内の民間企業の状況

 PAZ内の観光施設における1日当たりの入場見込人数は約90人、民間企業は63事業所（約1,300人）
存在。

PAZ内の観光施設の状況
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市町名 施設 入場見込人数

女川町 女川原子力PRｾﾝﾀｰ 88人

石巻市 － －

合計（1施設） 88人

※入場見込人数については、入場ﾋﾟｰｸ時
（10月）における1日当たりの入場者数を
基に算定

※従業員については、通勤に使用する自家
用車、ﾊﾞｽで避難

観光施設における入場見込人数：平成30年実績

おながわちょう

いしのまきし

市町名 事業所数 従業員数

女川町 45 1,220人

石巻市 18 100人

合計（63事業所） 1,320人

出典：平成28年経済ｾﾝｻｽ - 活動調査 町丁・大字別集計（総務省統計局）

おながわ

おながわちょう

いしのまきし

９



女川町（出島を除く）における施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数152人について、ﾊﾞｽ6台、福祉車両4台。
 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車

等により帰宅）。

11

おながわちょう

想定対象
人数※1

必要車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2 福祉車両※3

(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両※3

(車椅子仕様)

在宅の避難行動要支援者
及びその支援者を避難先施
設に輸送

47人
（要支援者33人
+ 支援者14人）

2台※5

（要支援者27人
+ 支援者8人）

0台 3台
（要支援者6人
+ 支援者6人）

【福祉車両（車椅子仕様）】
1台あたり2人：1台
1台あたり3人：1台
【福祉車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】
1台あたりｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人：1台
【ﾊﾞｽ】
2ﾙｰﾄそれぞれ必要台数を算出（1台、1台）した合
計値

在宅の避難行動要支援者
について、避難の実施によ
り健康ﾘｽｸが高まる者及び
その支援者を放射線防護対
策施設に輸送※4

10人
（要支援者5人
+ 支援者5人）

0台 3台
（要支援者5人
+ 支援者5人）

0台 【福祉車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）】
1台あたり2人：2台
【福祉車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】
1台あたりｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人：1台

上記以外の施設敷地緊急
事態要避難者等を避難先
施設に輸送

90人 4台※5

（90人）
0台 0台 90人全員がﾊﾞｽにより避難

【ﾊﾞｽ】
2ﾙｰﾄそれぞれ必要台数を算出（3台、1台）した合
計値

観光客等の一時滞在者の
避難

5人 1台※6

（5人）
0台 0台 1日あたりの観光施設の入場見込人数88人のうち、

約95%が自家用車や観光ﾊﾞｽで来場する想定で、そ
の5%を想定対象人数として算入【P30参照】

合 計 152人 6台※5※6 4台※7

いずしま

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※3 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※4 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送等の準備が整うまで放射線防護対策施設に屋内退避
※5 一時集合場所から避難する者及びその支援者（合計125人）のﾊﾞｽ必要台数合計値（6台）についてはP34参照
※6 女川原子力PRｾﾝﾀｰからの移動手段が無い者は、東北電力が飯子浜（いいごはま）集会所まで輸送し、そこからﾊﾞｽで避難。ﾊﾞｽ必要台数1台分については、一時集合場所

から避難する者のﾊﾞｽに同乗可能
※7 福祉車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人）1台については、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人を放射線防護対策施設、車椅子1人を避難先施設に輸送。福祉車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人）１台については、

ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人を放射線防護対策施設に輸送した後、福祉車両（車椅子3人）に配置変更し、車椅子3人を避難先施設に輸送

女川町（出島）における施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 女川港到着後、施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数74人について、ﾊﾞｽ3台、
福祉車両1台。

 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車
等により帰宅）。

12

おながわちょう いずしま

想定対象
人数※1

必要車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2

福祉車両※3

(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両※3

(車椅子仕様)

在宅の避難行動要支援者
及びその支援者を避難先施
設に輸送

74人
（要支援者43人
+支援者31人）

3台
（要支援者39人
+支援者27人）

0台 1台
（要支援者4人
+支援者4人）

【福祉車両（車椅子仕様）】
1台あたり4人：1台

在宅の避難行動要支援者
について、避難の実施によ
り健康ﾘｽｸが高まる者及び
その支援者を放射線防護対
策施設に輸送※4

0人 0台 0台 0台

上記以外の施設敷地緊急
事態要避難者等を避難先
施設に輸送

0人 0台 0台 0台

合 計 74人 3台 1台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※3 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※4 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送等の準備が整うまで放射線防護対策施設に屋内退避



女川町における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

13

おながわちょう

 施設敷地緊急事態発生時には、在宅の避難行動要支援者等の避難のために、女川町及び東北電
力が配備する車両のほか、宮城県の要請に基づき、宮城県ﾊﾞｽ協会が調整・確保する車両により、必
要車両台数を確保。

 宮城県及び宮城県ﾊﾞｽ協会は、「原子力災害時における緊急輸送に関する協定書」 ※1に基づき住民
避難用ﾊﾞｽを確保。

確保車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2 福祉車両

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両

(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 9台 5台
【P31、P32参照】

（B）確保車両台数 計9台以上 計5台
ﾊﾞｽについては、1台あたり25人の乗車を想定した場合に確
保しておく台数

確
保
先

女川町 0台 0台 1台

女川町の福祉車両1台は小型ﾊﾞｽであり、普通席21席、車椅
子2席に乗車可能

宮城県ﾊﾞｽ協会 9台以上 － －
UPZ内のﾊﾞｽ会社が保有する車両総数114台

東北電力 － 4台※3

東北電力の福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由に
変えられる仕様であり、以下のﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
車両A：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、普通席2人
車両B：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子3人、普通席2人
車両C：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、普通席2人→車椅子4人、普通席5人
車両D：車椅子4人、普通席5人

おながわちょう

おながわちょう

※1 宮城県と公益社団法人宮城県ﾊﾞｽ協会（協力事業者84社）が、平成30年9月13日に締結
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※3 車両Bについては、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人を放射線防護対策施設、車椅子1人を避難先施設に輸送。車両Cについては、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人を放射線防護対策施設に輸送した後、配置変更し、

車椅子3人を避難先施設に輸送
※4 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

とうほくでんりょく

とうほくでんりょく

 女川町（出島を除く）におけるPAZ内の住民のうち施設敷地緊急事態で一時集合場所からﾊﾞｽにより
避難する者及びその支援者は合計125人。

 9箇所の一時集合場所を設置し、避難行動要支援者等は、あらかじめ指定された一時集合場所に
集合し避難を実施。

女川町（出島を除く）における施設敷地緊急事態でのﾊﾞｽ順路等

一時集合場所
ﾊﾞｽ

必要台数

① 小屋取集会所 15人

4台

② 塚浜集会所 6人

③ 飯子浜集会所 26人

④ 野々浜集会所 10人

⑤ 大石原集会所 4人

⑥ 横浦集会所 20人

⑦ 高白集会所 11人

⑧ 桐ヶ崎集会所 11人
2台

⑨ 竹浦集会所 22人

合 計：9箇所 125人 6台

おながわちょう

① 小屋取集会所

② 塚浜集会所

④ 野々浜集会所

⑥ 横浦集会所

⑧ 桐ヶ崎集会所

避難先︓栗原市
くりはらし

PAZ

いずしま

こやどり

つかはま

いいごはま

ののはま

おおいしはら

よこうら

たかしろ

きりがさき

たけのうら

こやどり

つかはま

ののはま

よこうら

きりがさき

③ 飯子浜集会所

：一時集合場所 9箇所

いいごはま

⑦ 高白集会所
たかしろ

※③の一時集合場所では、女川原子力PRｾﾝﾀｰからの避難手段
の無い者5人が追加で乗車

⑨ 竹浦集会所
たけのうら

⑤ 大石原集会所
おおいしはら

14



※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、 実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請。

女川町（出島）における施設敷地緊急事態での避難経路等

 宮城県及び女川町が手配する船舶を用いて、寺間港または出島港から女川港へ海路避難を実施。女川港か

ら栗原市若柳総合体育館（避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ）まで陸路で避難を実施。

 海路避難の実施が困難な場合は、避難の体制が整うまでの間、放射線防護対策施設にて屋内退避を実施。

避難先：栗原市
くりはらし

【凡例】

：港

：集合場所

H ：臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

H

PAZ

石巻市総合運動公園へ

出島港

女川港

寺間港

＜放射線防護対策施設＞
おながわ おながわ

旧女川第4小学校・女川第2中学校
（収容可能者数：110人）

写真

いずしま
出島

人口：119人
面積：2.63km2

島内における生活物資・
放射線防護資機材の備蓄場所

・旧女川第4小学校・女川第2中学校

てらまこう いずしまこう おながわこう おながわこう

くりはらし わかやなぎ

栗原市若柳総合体育館へ
くりはらし わかやなぎ

おながわこう

いずしまこう

てらまこう

おながわ おながわ

いしのまきし

おながわちょう いずしま

15

石巻市における施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数81人について、ﾊﾞｽ5台、福祉車両2台。
 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車

等により帰宅）。

16

いしのまきし

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※3 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※4 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送等の準備が整うまで放射線防護対策施設に屋内退避
※5 一時集合場所から避難する者及びその支援者（合計44人）のﾊﾞｽ必要台数合計値（3台）についてはP38参照
※6 福祉車両(車椅子2人)1台については、PAZの車椅子2人に加え、準PAZの車椅子1人も乗車

想定対象
人数※1

必要車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2 福祉車両※３

(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

学校の児童等を避難先施設
に輸送

31人
（児童等12人
+ 職員19人）

2台
（児童等12人
+ 職員19人）

0台 0台 【ﾊﾞｽ】
保護者への引き渡しによりその分必要台数は減
少【P25参照】
ﾊﾞｽ順路が2ﾙｰﾄあり2台必要【P38参照】

在宅の避難行動要支援者及
びその支援者を避難先施設
に輸送

28人
（要支援者19人

+ 支援者9人）

2台※5

（要支援者16人
+ 支援者6人）

0台 2台※6

（要支援者3人
+支援者3人）

【福祉車両（車椅子仕様）】
1台あたり2人：1台
1台あたり1人：1台
【ﾊﾞｽ】
3ﾙｰﾄそれぞれ必要台数を算出（1台、0台、1台）
した合計値

在宅の避難行動要支援者に
ついて、避難の実施により健
康ﾘｽｸが高まる者及びその支
援者を放射線防護対策施設
に輸送※4

0人 0台 0台 0台

上記以外の施設敷地緊急事
態要避難者等を避難先施設
に輸送

22人 3台※5

（22人）
0台 0台 22人全員がﾊﾞｽにより避難

【ﾊﾞｽ】
3ﾙｰﾄそれぞれ必要台数を算出（1台、1台、1台）
した合計値

合 計 81人 5台※5 2台※6



石巻市における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

17

いしのまきし

 施設敷地緊急事態発生時には、在宅の避難行動要支援者等の避難のために、石巻市及び東北電
力が配備する車両のほか、宮城県の要請に基づき、宮城県ﾊﾞｽ協会が調整・確保する車両により、必
要車両台数を確保。

 宮城県及び宮城県ﾊﾞｽ協会は、「原子力災害時における緊急輸送に関する協定書」 ※1に基づき住民
避難用ﾊﾞｽを確保。

確保車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2 福祉車両

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両

(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 5台 2台
【P36参照】

（B）確保車両台数 計5台以上 計2台

確
保
先

石巻市 2台 0台 1台

・石巻市のﾊﾞｽ1台と福祉車両1台は同一車両であ
り、普通席21席、車椅子2席に乗車可能
・石巻市のﾊﾞｽは普通席24席

宮城県ﾊﾞｽ協会 3台以上 － －
UPZ内のﾊﾞｽ会社が保有する車両総数114台

東北電力 － 1台※3

東北電力の福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配
置を自由に変えられる仕様であり、以下のﾊﾟﾀｰﾝ
の配置を想定
車両：車椅子4人、普通席5人

いしのまきし

いしのまきし

※1 宮城県と公益社団法人宮城県ﾊﾞｽ協会（協力事業者84社）が、平成30年9月13日に締結
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定。ただし、石巻市が配備するﾊﾞｽは備考のとおり
※3 東北電力の福祉車両については、PAZから車椅子2人、準PAZから車椅子1人乗車し、避難先施設に輸送
※4 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

とうほくでんりょく

とうほくでんりょく

石巻市における施設敷地緊急事態でのﾊﾞｽ順路等
いしのまきし

よりいそ

とまり

おぎのはま

まえあみ

さめのうら

おおやがわ

やがわ

こづみはま

おぎのはま

⽯巻市
いしのまきし

おおさきし

① 寄磯⼩学校
よりいそ

③ 鮫浦振興会集会所
さめのうら

④ ⼤⾕川浜集会所
おおやがわはま

⑤ 泊地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
とまり

⑥ ⾕川浜集会所
やがわはま

⑦ ⼩積浜集会所
こづみはま

⑧ 荻浜集会所
おぎのはま

⑨ 荻浜中学校
おぎのはま

まえあみ

② 前網地区振興会集会所

一時集合場所
ﾊﾞｽ

必要台数

① 寄磯小学校 8人

1台
② 前網地区振興会集会所 1人

③ 鮫浦振興会集会所 0人

④ 大谷川浜集会所 10人

⑤ 泊地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 5人
1台

⑥ 谷川浜集会所 2人

⑦ 小積浜集会所 7人

1台⑧ 荻浜集会所 11人

⑨ 荻浜中学校 0人

合 計：9箇所 44人 3台

PAZ

まえあみ

：一時集合場所9箇所

※学校の児童等を避難先施設に輸送するための
ﾊﾞｽ必要台数は以下のとおり

・寄磯小学校（児童8人、職員8人）：1台

・荻浜中学校（生徒4人、職員11人）:1台

【P25参照】

 石巻市におけるPAZ内の住民のうち施設敷地緊急事態で一時集合場所からﾊﾞｽにより避難する者
及びその支援者は合計44人。

 9箇所の一時集合場所を設置し、避難行動要支援者等は、あらかじめ指定された一時集合場所に
集合し避難を実施。
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避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる避難行動要支援者に係る対応【P】

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者については、輸送等の避難準備が整うまで放射線防護機能を付加した近傍
の放射線防護対策施設（7施設）へ屋内退避を実施。

 これら7施設では、施設入試者とPAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大約800人収容可能。
 放射線防護対策施設では、およそ3日を目安に生活できる食料及び生活物資等を確保するため、必要な備蓄と供

給体制を整備。

放射線防護対策施設（7施設）

泊地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
（収容可能者数：140人）

旧女川第4小学校・女川第2中学校
（収容可能者数：110人）

寄磯小学校
（収容可能者数：70人）

おながわ おながわ

とまり

よりいそ

PAZ

PAZ境界線
準PAZ境界線

牡鹿保健福祉ｾﾝﾀｰ清優館
（収容可能者数：60人）

おしか せいゆうかん

牡鹿病院（整備中）
（収容可能者数：125人予定）

おしか

おしか清心苑
（収容可能者数：150人）

せいしんえん

地域福祉センター（整備中）
（収容可能者数：150人予定）
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 避難開始前の段階において、避難計画で避難経路として定められている道路等が自然災害等に
より使用できない場合、宮城県、女川町及び石巻市は、代替経路を設定するとともに、道路等の管
理者は復旧作業を実施。

 直轄国道については、国土交通省東北地方整備局が早急に被害状況を把握し、迅速かつ的確な
道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

自然災害等により道路等が通行不能になった場合の復旧策

＜宮城県の管理道路＞
宮城県災害対策本部が応急復
旧作業を実施。

＜直轄国道＞
国⼟交通省東北地⽅整備局が
応急復旧作業を実施。

いしのまきしおながわちょう

 災害発⽣時には、各管理道路のﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し、
被害の状況等を把握。

 道路の被害状況を踏まえ、国、県がそれぞれ建設
業協会等と締結している協定等をもとに、応急
復旧を実施。

PAZ

UPZ
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台風時などにおけるPAZ内の防護措置

 台風等により気象庁から暴風警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、PAZ内の施

設敷地緊急事態要避難者及び住民は、無理に避難せずに、安全が確保されるまでは、屋内退避を優先。

 その後、例えば天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、避難を実施。 また、避難の実施により健康ﾘｽ

ｸが高まる者は、近傍の放射線防護対策施設で屋内退避を実施。

 なお、全面緊急事態となった段階で天候が回復するなどし、避難を実施する際には、国及び宮城県等は、避難経

路や避難手段のほか、原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等の情報共有や緊急時の対策

についての確認・調整等を行う。

避難準備

自宅等にて
屋内退避

施設敷地
緊急事態
要避難者

住 民

施設敷地緊急事態警戒事態 全面緊急事態

天候回復

放射線防護対策
施設にて屋内退避

自宅等にて屋内退避

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合の対応の例＞

福祉車両等による避難

バスによる避難

輸送等の避難準備
完了後に避難

避難先

避難準備
一時集合

場所

自家用車等による避難

台風時など（気象庁における暴風警報等の発表）※

ＵＰＺ外

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

※ 台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難
勧告等が発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避
難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。
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津波との複合災害時におけるPAZ内の防護措置

 津波との複合災害時（津波警報または大津波警報の発表時）における避難行動では、住民の生命の安全確保を優先し、津波による
人命へのﾘｽｸを回避するため、津波に係る指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所に避難を実施。

 その後、施設敷地緊急事態や全面緊急事態に至った場合であっても、津波に係る避難指示が発令されている場合には、原子力災害
に対する避難行動よりも津波に対する避難行動を優先。

 津波警報解除等津波に対する安全が確保できる場合（※１）は、避難経路、避難手段、ﾌﾟﾗﾝﾄの状況等を確認し、原子力災害時に備え
あらかじめ設定している避難先へ避難を実施。 なお、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、輸送等の避難準備が整うまで近傍の
放射線防護対策施設へ屋内退避を実施。

一時集合場所
（※3）

施設敷地緊急事態警戒事態 全面緊急事態

津波警報解除
津波に対する安全が確保
できる場合

放射線防護対策施設
（屋内退避）

津波警報

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

＜施設敷地緊急事態で津波警報が解除された場合の例＞

バスによる避難

輸送等の避難準備
完了後に避難

ＵＰＺ外

避難先
（30km圏外）

・原子力災害時に備え
あらかじめ設定している
避難先

UPZ外避難先：P24参照

※１ 津波警報等の発表中であっても、津波の影響を受けずに避難等の実施が可能であれば、原子力災害に係る避難等を実施。
※２ 自宅が津波による被害を受けていない住民は、自宅にて原子力災害に係る避難準備を実施し、その他の住民は津波に係る指定緊急避難場所等で原子力災害に

係る避難準備を実施。
※３ 一時集合場所は、津波に係る指定緊急避難場所等にもなっている場合がある。

自家用車等による避難

福祉車両等による避難

津波に係る指定緊急
避難場所等に避難

津波に係る指定緊急
避難場所等に避難

原子力災害に
係る避難準備

（※２）

避
難
経
路
や
避
難
手
段
の
確
保
状
況
を
確
認
後
、

原
子
力
災
害
に
係
る
避
難
等
を
実
施

施設敷地
緊急事態
要避難者

住 民
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